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平成３１年本宮市教育委員会２月定例会会議録 

 

１ 日  時  平成３１年２月２５日（月） 午後１時３４分～午後３時４８分 

 

２ 場  所  本宮市役所 ３階 大会議室 

 

３ 出席委員  教   育   長      青 田   誠 

        教育長職務代理者（１番）  谷   明 子 

        委      員（２番）  渡 辺 俊 之 

        委      員（３番）  古 宮 博 文 

        委      員（４番）  遠 藤 傳一郎 

 

４ 出席職員  次長兼幼保学校課長       菅野 安彦 

        上席参事兼第一保育所長     遠藤 文子 

        教育総務課長          渡辺 清文 

        生涯学習センター長       鈴木 雅文 

        白沢公民館長          渡辺 和義 

参事兼管理主事兼指導主事    渡辺 敏弘 

        指導主事            佐藤 義和 

指導主事            渡辺 博明 

        （書記）教育総務課総務係長   遠藤 あけみ 

 

５ 傍聴人   なし 

 

６ 案  件   

   議案第 ３ 号  本宮地区公民館長の任命について（非公開） 

   議案第 ４ 号  本宮市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第 ５ 号  本宮市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について 

   議案第 ６ 号  本宮市教育振興基本計画策定委員会設置要綱の一部を改正する告示の制定に 

           ついて 

   議案第 ７ 号  本宮市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令の制定について 

   議案第 ８ 号  本宮市国際交流活動に従事する外国青年の勤務条件に関する規則の制定につ 

           いて 

   議案第 ９ 号  本宮市外国青年（国際交流員）勤務成績評定要領の制定について 

   議案第１０号  遠藤輝雄奨学基金貸与規則の一部を改正する規則の制定について 

   議案第１１号  本宮市学校運営協議会規則の制定について 

   議案第１２号  本宮市学校事務の共同・連携実施要綱の制定について 

   議案第１３号  ２０１９年度本宮市教育委員会重点施策について 

   議案第１４号  平成３０年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第８号）について 

   議案第１５号  平成３１年度教育委員会所管の本宮市一般会計予算について 
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   報告第 １ 号  本宮市議会からの予算編成要望に対する回答について 

   報告第 ２ 号  新高木地区公民館工期延長について 

   報告第 ３ 号  英国パラリンピアンの来市について 

   報告第 ４ 号  「未来へつなげる市民の集い」について 

   報告第 ５ 号  第１４回春の全国中学生ハンドボール選手権大会出場について 

 

７ 審議経過 

 

【午後 １時３４分開会】 

◇教育長 ただいまから、教育委員会２月定例会を開会いたします。 

  着座にて進めさせていただきます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎会議録署名委員の指名 

◇教育長 会議録署名委員の指名を行います。 

  今回は、３番委員と４番委員にお願いいたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第３号 本宮地区公民館長の任命について（非公開） 

〔非公開〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第４号 本宮市公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

◇教育長 次に、議案第４号 本宮市公民館条例の一部を改正する条例の制定について、説明をお願

いします。 

◇書記 〔議案第４号を朗読〕 

◇生涯学習センター長 議案第４号 本宮市公民館条例の一部を改正する条例の制定についてご説明

申し上げます。 

  資料は２ページから３ページにかけてとなります。 

  高木地区公民館につきましては、合併支援道路、県道本宮三春線の整備事業に伴い、移転するこ

ととなったことから、高木地区公民館の住所を変更するものでございます。なお、この条例施行期

日につきましては、別途教育委員会規則で定めることといたします。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第４号に対する質疑を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

◇教育長 その他質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第４号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第４号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第５号 本宮市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定について 
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◇教育長 次に、議案第５号 本宮市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則の制定につい

て説明をお願いします。 

◇書記 〔議案第５号を朗読〕 

◇教育総務課長 それでは、内容につきましてご説明をいたします。 

  資料の５、６ページをお開きいただきたいと思います。 

  この規則の一部改正の主な理由といたしましては、平成３１年４月１日から教育部内に国際交流

課が新設されることによる改正となります。 

  ５ページの第２条、組織の欄になりますが、新たに幼保学校課の次に国際交流課及び係名として

交流推進係を追加いたします。 

  第５条につきましては、国際交流課の分掌事務ということで考えております。 

  （１）国際交流の推進及び総合調整に関すること。 

  （２）多文化共生及び国際化の推進に関すること。 

  （３）復興「ありがとう」ホストタウン事業の総合企画及び調整に関すること。 

  （４）復興「ありがとう」ホストタウン関連事業の推進に関すること。 

  （５）語学指導等を行う外国青年招致事業に関すること。 

  ということになります。 

  第６条につきましては、新たに第５条を国際交流課の分掌事務としたことによりまして、条項が

１つずつ下がってまいります。そちらが第１２条までとなります。 

  第１１条になりますが、こちらは以前教育総務課が入っておりましたが、そちらを削除いたしま

す。内容としましては、別表第２のそれぞれ所管する機関の表示がございますが、幼保学校課であ

れば保育所、幼稚園、小中学校ということになるのですけども、教育総務課については掌握してい

る機関がございませんので、こちらを削除いたします。 

  また、別表第１の職務の欄になります。こちらは、３カ所につきまして文字が誤っておりました

ので、文字の修正をさせていただきます。指示された事務を処理するということで、こちらは指し

示すのほうの文字に変更させていただきたいと思います。 

  施行につきましては、４月１日から施行するということになります。 

  以上、説明といたします。 

◇教育長 それでは、議案第５号に対する質疑を行います。 

◇２番委員 新しく課が増えるということですが、人員は増やされるということでしょうか。そこに

いる人数の中でやるということでしょうか。 

◇教育総務課長 予定といたしましては、課長、係長、係員、国際交流員ということで、この後に説

明いたしますが、今年から採用しております外国の方１名が配置される予定です。 

◇２番委員 要するに、教育部に新たに４名配置されるということでよろしいですね。 

◇教育総務課長 はい。 

◇３番委員 第５条（５）の語学指導等を行う外国青年招致事業ということには、ＡＬＴも含まれる

のですか。 

◇教育総務課長 ＡＬＴのほうは、所管としては幼保学校課のほうになります。こちらは国際交流員

ということで、外国語の指導などの部分になります。 

◇３番委員 ＡＬＴとは別に成人向けに語学指導を行うような、例えば中央公民館で企画する語学教

室などですか。 
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◇教育総務課長 例えば、外国人の方へのＰＲ用のパンフレット作成や、生涯学習ということで、成

人の方への語学指導など、そういう部分をやっていただくような内容になります。 

◇教育長 ありがとうございます。もう既に国際交流員が入られておりますが、例えば先日は白沢地

区の公民館で、日本とイギリスの違いといった外国文化についての研修会を実施しています。 

  その他質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第５号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第５号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第６号 本宮市教育振興基本計画策定委員会設置要綱の一部を改正する告示の制定に 

           ついて 

◇教育長 次に、議案第６号 本宮市教育振興基本計画策定委員会設置要綱の一部を改正する告示の

制定について説明をお願いします。 

◇書記 〔議案第６号を朗読〕 

◇教育総務課長 それではご説明をいたします。 

  定例会資料の９ページをご覧いただきたいと思います。 

  こちらにつきましても、教育部内に新たに国際交流課が新設されることによる改正となります。 

  別表第２のほうになります。この中に国際交流課長を追加することといたします。 

  この告示につきましては、４月１日からの施行となります。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第６号に対する質疑を行います。 

  その他質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第６号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第６号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第７号 本宮市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令の制定について 

◇教育長 次に、議案７号 本宮市教育委員会文書取扱規程の一部を改正する訓令の制定について説

明をお願いします。 

◇書記 〔議案第７号を朗読〕 

◇教育総務課長 それではご説明いたします。 

  資料の１１ページをご覧いただきたいと思います。 

  この規程の改正につきましても、４月１日から国際交流課が教育部内に設置されることによる改

正となります。 

  改正の内容につきましては、第３条の部分になります。こちらに国際交流課を追加いたしまして、

記号のほうを、教国といたします。こちらは具体的に言いますと、文書を発送するときの記号をこ



 

－5－ 

ちらで指定するものになります。 

  こちらも４月１日から施行したいと考えております。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第７号に対する質疑を行います。 

  その他質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第７号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第７号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第８号 本宮市国際交流活動に従事する外国青年の勤務条件に関する規則の制定につ 

           いて 

◇教育長 次に、議案第８号 本宮市国際交流活動に従事する外国青年の勤務条件に関する規則の制

定について説明をお願いします。 

◇書記 〔議案第８号を朗読〕 

◇教育総務課長 それでは、内容についてご説明をさせていただきます。 

  定例会資料の１３ページから１６ページをご覧いただきたいと思います。 

  この規則の制定につきましても、平成３１年４月１日から教育部内に国際交流課が新設されるこ

とによる改正となります。 

  この規則は、市長部局での規則で定めておりましたが、教育委員会の事務となることから、教育

委員会で制定することとなるため、提案するものです。なお、市長部局の規則は廃止となります。 

  まず、第１条になりますが、こちらのほうは国際交流活動に従事する外国青年、こちらを国際交

流員といいまして、この方の勤務条件に関する事項を定めるものであります。 

  第２条につきましては、国際交流員の職務ということで記載しております。 

  （１）市の国際交流関係事務の補助であって、次に掲げるもの 

  ア 外国語刊行物等の編集、翻訳及び監修 

  イ 国際経済交流事業を含む国際交流事業の企画及び立案、並びに当該事業の実施に当たっての

協力及び助言 

  ウ 外国からの訪問客の接遇 

  エ イベント等の際の通訳等 

  （２）市職員、地域住民に対する語学指導への協力 

  （３）地域の民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画 

  （４）地域住民の異文化理解のための交流活動及び外国人住民の生活支援活動への協力 

  （５）その他教育委員会が必要と認める職務 

ということになっております。 

  第３条につきましては、雇用期間についての規定となります。雇用期間については原則１年、た

だし、それ以降１年ごとに雇用を延長することができます。 

  ５年間の継続雇用が経過した場合においては、再度は雇用はしないという規定になります。 

  以下、退職、解雇、給料の支給日、給料の減額、通勤手当等の規定がございまして、第１０条に
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つきましては、勤務時間の規定になります。１日７時間、１週間で３５時間の勤務としております。 

  １５ページ以降については、休日や年次有給休暇、休職、起訴休業、勤務の禁止、職務命令に従

う義務などが規定されておりまして、第１７条には勤務成績の評定ということで、国際交流員の執

務について勤務成績の評定を別に定める要領に基づいて行うこととなっております。こちらの、別

に定める要領につきましては、次の議案でご説明いたします。 

  以下、職務専念義務、信用失墜行為の禁止などということで記載しております。 

  第２３条には懲戒処分ということで停職や減給、戒告の規定がございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第８号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 確認なのですが、これに該当する方というのは、今１人おられる方だけということです

か。 

◇教育総務課長 はい。 

◇４番委員 今、外国人も、特に多いのは中国人の方とかが多くなって、だんだんベトナム人とか、

そういう流れで国際交流課というのができた中で、そういった人口に占める人たちの多い国籍の人

たちの交流青年を広げていくというような、そういうのはどうなのでしょうか。 

◇次長兼幼保学校課長 国際交流員と、それから中学校のほうで英語を指導しておりますＡＬＴです

が、ＡＬＴにつきましては１年ごとの契約でして、更新ごとに本人の希望をまず聞きまして、更新

しないという場合には、今度こちらのほうで新たに協会のほうに派遣をお願いすることになってい

ます。その段階で、国の希望を一応こちらで出しております。現段階では、英国を中心に希望して

いるところです。 

  以上です。 

◇教育長 現段階では、国際共通といいますか、やはり英語が主体となっているかと思いますので、

英語圏の方を中心に現段階では、市の部局とも相談しながら対応しております。 

  多文化共生という視点もございますので、いろいろな機会に英語圏以外の方との交流等も、各学

校でも今後考えていかなければいけない時代になってきているかなということは認識をしておりま

す。 

  その他質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第８号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第８号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第９号 本宮市外国青年（国際交流員）勤務成績評定要領の制定について 

◇教育長 次に、議案第９号 本宮市外国青年（国際交流員）勤務成績評定要領の制定について説明

をお願いします。 

◇書記 〔議案第９号を朗読〕 

◇教育総務課長 それでは、内容につきましてご説明をいたします。 

  定例会資料１８、１９ページをご覧いただきたいと思います。 

  こちらにつきましても、４月１日からの国際交流課が新設されることによる改正となります。 
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  この要領につきましても、市長部局の規則で定めておりましたが、教育委員会の事務となること

から、教育委員会で制定することになるため、提案するものです。 

  まず、第１条をご覧いただきたいと思いますが、目的になります。 

  こちらのほうは、先ほどの規則の第１７条で、勤務評定をするということで規定されておりまし

たので、その規定に基づきます。勤務評定は語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する

観点から、外国青年の指導育成を図るとともに、公正な契約更新管理を行うために必要な基礎資料

を得ることを目的とします。 

  実施責任者につきましては、教育長ということで、評定の範囲につきましては、勤務評定期日に

在職する外国青年ということで、国際交流員となります。勤務評定の期間といたしましては、契約

期間の部分と契約更新外国人については、前回の勤務評定期日から当該勤務評定期日の前日までと

します。 

  評定の方法につきましては、面接を行います。２０ページになりますけれども、様式第１号、外

国青年目標管理シートを利用して評定を行うということになります。 

  勤務評価面接の結果に基づきまして、外国青年の勤務成績について評定を行います。そちらにつ

きましては、様式第２号、勤務評定記録書ということで、２１ページの様式によって評定をしてい

くということになります。この評定によって、今後の雇用について参考にしていくという形になり

ます。 

  第６条のほうに、３年保管していきますということが定めてあります。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは議案第９号に対する質疑を行います。 

その他質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第９号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第９号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１０号 遠藤輝雄奨学基金貸与規則の一部を改正する規則の制定について 

◇教育長 次に、議案１０号 遠藤輝雄奨学基金貸与規則の一部を改正する規則の制定について説明

をお願いします。 

◇書記 〔議案第１０号を朗読〕 

◇教育総務課長 それでは、ご説明いたします。 

  ２３ページをお開きいただきたいと思います。 

  こちらの改正につきましては、奨学金の申し込みの様式の改正となります。申し込みの時期を、

入学前から在学中としておりますが、様式をそれに対応させるための変更となります。 

  ２４ページが様式第１号になりますが、現在の様式がこちらになっております。左上のほうの在

学学校という部分と、その下に同上の所在地とありますが、この部分を２６ページ左上のほうと変

更する内容になります。入学または在学する学校名、入学年月、卒業見込年月を追加する内容にな

ります。 

  次に、２５ページの裏のほうになります。１箇月当たりのという隣に、県奨学基金からという部
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分の文言も変更させていただきたいと思います。市奨学基金からと変更させていただきたいと思い

ます。 

  次に、２８ページ、様式第２号になりますが、変更前ということになりますけれど、標題の下の

ほうの在学学校と右側のほう、部、制というところの欄を変更させていただきたいということで、

２９ページのように、先ほどの様式第１号と同じく、入学または在学する学校名、卒業見込年月と

いうことを追加して、その下のほうの出身（在学）学校の成績の欄につきまして、教科、年、教科、

年ということで追加し、右側のほうの成績平均値という文言の追加になります。 

  参考事項といたしまして、括弧書きになります。在学学校の学業成績の席次ということで、こち

らのほうの文言の変更ということになります。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第１０号に対する質疑を行います。 

〔「なし」と言う人あり〕 

◇教育長 その他質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１０号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１０号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１１号 本宮市学校運営協議会規則の制定について 

◇教育長 次に、議案第１１号 本宮市学校運営協議会規則の制定について説明をお願いします。 

◇書記 〔議案第１１号を朗読〕 

◇参事兼管理主事兼指導主事 議案第１１号 本宮市学校運営協議会規則の制定について説明をいた

します。 

  資料の３１ページから３３ページにかけて、さらに本日お配りしております本宮市コミュニテ

ィ・スクール推進計画と書かれましたパンフレットのほうも、参考にご覧いただければと思います。 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改定に伴いまして、国内の全ての小・中・高等学校

については、学校運営協議会を設置するように努めなければならない努力義務となりました。 

それを受けて、本宮市教育委員会としましても、平成３１年度からの五百川小学校を皮切りに、

市内の小・中学校１０校に、数年をかけて学校運営協議会を設置することとしております。それに

伴いまして、その設置に必要な事柄を定めるのが、この規則の目的となっております。 

  内容、概略を申し上げます。 

  第１条、ただいま申し上げました目的が書かれています。 

  第２条には趣旨について書かれています。学校だけではなくて、保護者及び地域住民の学校運営

への参画といったところが柱になっております。 

  第３条の設置につきましては、基本的に各学校に１つの学校運営協議会を置くこととしておりま

すが、必要に応じて複数の学校で１つの学校運営協議会を置く、そのような置き方もできるように

しています。 

  第４条では、学校運営に関する基本的な方針の承認ということで、そこに（１）から（５）にか

かげましたような内容を、校長が立てました学校運営の方針について、委員の方々に承認を得ると
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いうような仕組みになっております。 

  また、第５条では学校運営及び教職員の人事に関して意見を述べることができるというような権

限について、記載をしております。 

  また、第６条では、学校運営等に関する評価も行うというような内容で入れております。今現在

は、学校評議員の方々に学校評価、自己評価をしたものについてご意見をいただくというような形

で、学校関係者評価という評価を行っておりますが、この運営協議会が設置されました以降は、こ

の学校運営協議会がその後を受けて、学校の運営状況についての評価を行うということになります。 

  第８条、委員につきましては、そこに書かれました（１）から（８）に該当する方々で、２０人

以内ということで定めています。２０人以内としておりますのは、単独校で１つの運営協議会を設

置する場合ですと、２０人までは必要ないだろうと思われますが、２つ、３つの学校が１つの運営

協議会で実施をするとなった場合には、それぞれの学校にかかわる方々を複数組織の中に入っても

らうようにしますと、どうしても人数が多くなってまいります。それで、最大人数を２０人という

ことに定めたところです。 

  第９条につきましては、守秘義務等です。 

  第１０条、任期につきましては基本２年、ただし、再任用を妨げないということで考えています。 

  また、第１１条では、逆に今度は委員の解任に関しての条件を定めております。 

  それから、第１２条は会長及び副会長、第１３条で会議について定めています。 

  ３３ページに参りまして、第１４条では、会議については基本公開で行うということを定めてお

ります。また、第１５条では、学校運営協議会、コミュニティ・スクールについての理解を深める

ために、各種の研修を行うことも規定しております。 

  さらに、第１６条では、万が一学校運営協議会と学校との関係性が崩れた中で、学校運営に支障

を来すような組織になってはいけませんので、そういったことのないようにということの定めをし

ております。 

  第１７条では、学校運営協議会の名称、その他は運営協議会で並行してもよいという内容を定め

ています。 

  また、最後に規則に定めていないその他の項目につきましては、その運営協議会の中で定めるこ

とも可能ということにしております。 

  平成３１年４月１日から五百川小学校に学校運営協議会を設置したく、この規則についても３１

年４月１日から施行するということにしております。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第１１号に対する質疑を行います。 

◇１番委員 今まであった学校評議員会と学校運営協議会との関係はどのような形になるのか、教え

ていただければと思います。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 学校評議員の制度は、国のほうではまだそれをなくしていません。今

現在も学校評議員の制度が残っておりますので、国のほうでその部分をまとめるまでは、両方存在

するような形なるかと思いますが、実質的にはこの学校運営協議会の委員の方々をもって、各学校

の学校評議員は、名目上そういった立場になっていきます。 

  最終的に、先ほど申しましたように、国のほうでも全ての小・中・高等学校に学校運営協議会が

設置されれば、当然、制度としての学校評議員制度も必要ではなくなってくると思いますので、そ

のころには制度の整理が行われるのではないかと思います。今後数年については、形式上両方とも
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存在するというような形になろうかと思います。 

◇教育長 その他質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１１号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１１号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１２号 本宮市学校事務の共同・連携実施要綱の制定について 

◇教育長 次に、議案第１２号 本宮市学校事務の共同・連携実施要綱の制定について説明をお願い

します。 

◇書記 〔議案第１２号を朗読〕 

◇参事兼管理主事兼指導主事 議案第１２号 本宮市学校事務の共同・連携実施要綱の制定について

ご説明をいたします。 

  資料は３５、３６ページとなります。 

  文部科学省では、チーム学校という名称で、学校の組織力を高めるというような取り組みを、数

年来続けております。その取り組みの一つとして、学校事務職員の職務能力の向上、さらには学校

事務職員が学校組織の中で果たす役割の拡大、それをもって教員が子供たちと向き合う時間を確保

して、子供たちによりよい教育を提供するといった目的の中で、一つの施策として学校事務の共同・

連携実施を推し進めるようにというような施策になっております。 

  福島県教育委員会でも、平成３０年度から正式に県として、この学校事務の共同・連携実施を正

式スタートさせております。これまで四、五年前からその準備に入っておりまして、本市におきま

しても、大玉村と共同で学校事務の共同・連携の実質的な準備は進めてきたところです。 

  県の方針を受けまして、平成３１年度からは、各市町村が要綱を定めて、正式にこの学校事務の

共同・連携実施を推し進めるようにというような施策となっておりますので、本市におきましても、

平成３１年度から正式スタートとなるべく本宮市学校事務の共同・連携実施要綱を定めるものであ

ります。 

  目的については、今ほどご説明を申し上げました。 

  組織につきましては、グループをつくることになります。グループにはグループ長を置きますが、

これは学校事務職員の中で主任主査と呼ばれる職に該当する者を中心として、その勤務校の校長を

グループの運営委員長というような形にして、組織をつくってまいります。 

  具体的には、大玉村の小・中学校３校、それから本宮市の小・中学校１０校ありますけれども、

１３校を２つのグループにして進めています。１つのグループは大玉村の３校と本宮一中学区の３

つの小・中学校を合わせて６校で１チーム。それから、本宮二中学区の３校、それから白沢中学区

の４校、合わせて７校で２つ目のグループということにしております。 

  この主任主査については、今現在本宮一中の遠藤主任主査、それから白沢中学校の守谷主任主査

がおりますので、この方々をグループ長とし、それぞれの学校の校長先生をグループの運営委員長

という形でお願いをして進めていくことにしております。 

  内容につきましては、共同で実施できるようなものは共同で実施をする。集まってお互いの分掌

の内容の確認をしましたり、あるいは様式などをつくるときに、どこかで１カ所でつくれば、ほか
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の学校には転記をすれば済むので、そういった形で事務の軽減を図るとともに、お互いに情報交換

をしながら事務職員の能力を高める。そして、結果的にその空いた時間をもって、余裕が出た部分

で、それまで学校の教員が担っていた事務の一部を事務職員が担うことによって、教職員の負担を

軽減し、結果として子供たちに向き合う時間を増やすというような内容になっております。 

  要綱の中では、第４条のところに、今申し上げましたような職務内容を行うことを定めておりま

す。 

  それから、３６ページにまいりまして、第５条で、実施方法についてはそのグループの中で月に

１回程度集まって研修をしたり、共同で職務を行ったりするというようなことを定めています。 

  なお、他校の事務についても携わることから、第 6条ではその確認について、兼務の明化を行っ

て、お互いの学校の仕事を手助けし合うというような仕組みになります。 

  第７条では、実施計画・実施報告を年度初め、年度末に提出をするということを定めております。 

  平成３１年４月１日から実施したく、施行についても平成３１年４月１日とさせていただきたい

と考えております。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第１２号に対する質疑を行います。 

◇２番委員 ちょっと聞き漏らしたかもしれないのですが、こういったシステムはほかでも実施して

いることなのか、それとも先駆けて始まったことなのか聞かせてください。 

◇参事兼管理主事兼指導主事 実施の時期としては、本市はどちらかというと平均的なところに位置

するかと思います。国の政策として進められておりますので、県によって多少スピードの差はあり

ますけれども、早いところはもう数年前から正式にスタートしておりまして、最も進んだ県につい

ては、グループのまとめ役である指導的な事務職員を今いる事務職員の中から選ぶのではなく、改

めてそういった上位の職を設けて、人員配置をしている県も出てきているところです。将来的には

そのようになれば、より効果的な組織になっていくのかなと考えているところです。 

  以上です。 

◇教育長 その他質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１２号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１２号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１３号 ２０１９年度本宮市教育委員会重点施策について 

◇教育長 次に、議案第１３号 ２０１９年度本宮市教育委員会重点施策について説明をお願いしま

す。 

◇書記 〔議案第１３号を朗読〕 

◇参事兼管理主事兼指導主事 議案第１３号 ２０１９年度本宮市教育委員会重点施策についてご説

明いたします。 

  内容につきましては、前回ご承認いただきました第２期の本宮市教育振興基本計画、そちらを土

台にして定めた内容になっております。 

  まず、１ページですが、本宮市の第２次総合計画の前期の計画と、この教育振興基本計画との関
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係、こちらは教育振興基本計画の中にも入っていたページそのものになります。 

  同じく２ページにつきましては、本宮市教育振興基本計画の基本理念の部分を取り出して掲載を

しております。内容は、県の計画と同じものです。 

  それを受けまして、３ページ、４ページが学校教育指導の重点、それから保育所・幼稚園教育指

導の重点、こちらは新しい県の総合教育計画をそれぞれ再検討して修正を加えたものになります。 

  また、現在策定中でありますが、５ページ、第３次本宮市子ども読書活動推進計画、現在のとこ

ろの案ということで、ご了解いただきたいと思います。正式決定になりましたら、正式版というこ

とで、そちらに差しかえたいと思います。 

  次に、６ページ、本宮市子ども・子育て支援事業計画、こちらにつきましては、１年おくれて平

成３１年度に策定をして、３２年度からまた新しい計画になるものです。計画が改まりましたら、

その後差しかえをしたいと考えております。 

  ７ページから、各施策の方向と主な取り組みということで載せましたが、こちらにつきましては、

既にご覧いただいております本宮市教育振興基本計画の第４章施策の展開の部分を受けまして、そ

の項目をそれぞれの内容として取り上げております。ただ、平成３１年度特に力を入れて取り組む

という部分につきましては、赤書きの説明の文章をつけ加えています。 

  何もないところは全体的な項目について、教育振興基本計画にのっとって施策を進める。特に平

成３１年度に力を入れていくものについては、説明がつけ加えられている部分であるというように

ご理解いただければと思います。内容の細かな部分について、何かありましたらご質問いただけれ

ばと思います。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第１３号に対する質疑を行います。 

  その他質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１３号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１３号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

  ◎議案第１４号 平成３０年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第８号）について 

◇教育長 次に、議案第１４号 平成３０年度教育委員会所管の本宮市一般会計補正予算（第８号）

について説明をお願いします。 

◇書記 〔議案第１４号を朗読〕 

◇教育総務課長 それでは、一般会計補正予算（第８号）の内容につきまして、別冊の議案第１４号

資料により、教育総務課より順にご説明申し上げます。 

  なお、歳入歳出に係る補正予算につきましては、事業の確定及び執行の完了による予算残額の減

額等が主なものでございますので、それらの補正及び少額の補正につきましては、予算要求書をご

参照いただきますようお願いいたします。 

  初めに、歳出補正の概要につきまして説明をさせていただきます。 

  資料の３１ページをお開きいただきたいと思います。 

  １０款教育費、１項教育総務費、２目教育総務管理費、教育総務管理事務の２５積立金、１０２
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の教育施設等整備事業基金積立金は、高木公民館の土地代と補償費が確定したことによる増額補正

となります。 

  次に、歳入の補正の概要につきましてご説明をさせていただきます。 

  戻りまして、１ページをお開きいただきたいと思います。 

  １３款使用料及び手数料、１項使用料、７目教育使用料ですが、第一中学校敷地内の電柱設置の

使用料と、五百川幼保総合施設内の配水管埋設による使用料の増額補正となります。 

  ９ページをお開きいただきたいと思います。 

  １７款寄附金、１項寄附金、４目教育費寄附金につきましては、企業からの寄附による増額補正

となります。 

  以上、教育総務課が所管いたします内容の説明といたします。 

◇次長兼幼保学校課長 続きまして、補正予算（第８号）のうち、幼保学校課が所管いたします歳出

につきまして説明をさせていただきます。 

  資料１３ページをご覧いただきたいと思います。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費の放課後児童健全育成費であります。財源の

調整で後ほど収入との関連もありますが、放課後児童クラブに対する子ども・子育て支援交付金の

国及び県からの交付金の増額に伴う財源調整であります。下のほうの１４７万５，０００円であり

ます。増額の理由ですが、利用者の増加に伴うものであります。 

  次に、１４ページ、１５ページをご覧ください。 

  ３目保育所費、２保育所運営費、保育所事業であります。まず、７節賃金につきましては、年度

当初計上の保育士の人数に対しまして、雇用が少なくなりましたので補正減をするものであります。 

  １３節委託料につきましては、他の自治体へ支払いする広域保育委託料の減額で、こちらは対象

者の途中退所によるものであります。 

  また、１４ページの左下になりますが、財源調整１２万円につきましては、こちらも被災した子

どもの健康・生活対策等総合支援事業補助金の予算計上項目に関しまして、市予算の統一性を図る

ため、国から県に変更をしたものであります。 

  次の１６ページ、こちらも財源調整になりますが、左下のほうの４０万円につきましても、同様

の理由で、国から県に変更したものであります。 

  次に、１９ページ、２０ページになります。 

  特別保育費、延長保育事業、２０ページの７節賃金の１００万円の減額並びに２１ページから２

２ページにかけての７節賃金の６００万円の減額につきましては、こちらも年度当初計上の保育士

の人数に対しまして、雇用が少なくなりましたので、補正減をするものであります。 

  次に、２３ページから２４ページにかけて、民間保育所・保育園支援費、民間認可保育所・保育

園運営支援事業、１３節委託料の４００万円の減につきましては、認可保育所であります幼児の家

に係る委託料の減額で、減額の理由といたしましては、入所児童数の減少によるものであります。 

  次に、２５ページになります。 

  民間保育所・保育園支援費、民間認可外保育所・保育園運営支援事業につきましては、充当財源

の変更です。震災・原子力災害復興基金繰入金の増額の調整を行うものであります。 

  次に、３２ページになります。 

  こちらも財源調整になります。通園通学バス使用料の７９万４，０００円の減額につきましては、

白沢地区で行っています通園通学バスの利用者が当初見込みより減少したため、減額をするもので
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あります。 

  次に、３５ページになります。 

  こちらも財源調整ですが、英語指導助手住宅料の１０万２，０００円の減額であります。こちら

は本宮第二中学校区担当の英語指導助手が、年度途中から市外に住所を変更したため、移動した時

点から４カ月分の使用料を減額するものであります。 

  続きまして、３６ページの財源調整の部分、それから３７ページの財源調整、同じく３８ページ

の財源調整、飛びまして４３ページの財源調整が、いずれも財源の充当先が国から県に変更になっ

たものであります。 

  次に、４６ページ、４７ページをご覧ください。 

  中学校スポーツ分野各種大会・交流行事参加事業の１４節使用料及び賃借料の大型バス借上料１

００万円の減額につきましては、新人戦・各種大会出場に伴いますバスの借上料で、事業確定によ

ります補正の減となります。 

  次に、４８、４９ページになります。 

  ４項幼稚園費、１目幼稚園費、幼稚園管理運営費の１，８００万円の減額につきましては、白沢

地区の３つの幼稚園において１人園長体制に移行したことに伴いまして、正職員を増やしておりま

す。そのため、臨時職員を少なくしたため、臨時職員賃金の補正減を行うものであります。 

  次に、５０ページになります。 

  こちらも財源調整で、財源の充当先が国から県に変更になったものです。 

  続きまして、５３ページになります。 

  こちらも財源調整になります。こちらも国から県に変更になるものでございます。 

  続きまして、６４ページから６５ページをご覧いただきたいと思います。 

  ６項保健体育費、３目学校給食費、本宮方部学校給食センター運営参画事業でございます。この

うち、給食費の未納負担金につきまして、１２万５，０００円の増でございますが、３０年度の学

校給食費の未納分を取り扱い方針に基づきまして、市が負担するものでございます。なお、繰り越

しした未納額につきましては、引き続き学校と教育委員会で協議しまして、滞納の処理に当たるも

のであります。 

  次に、歳入に移ります。 

  ２ページをご覧いただきたいと思います。 

  １３款使用料及び手数料、１項使用料、７目教育使用料の５節通園通学バス使用料につきまして

は、先ほど支出でも財源調整で出てまいりましたが、バス利用者が当初の見込みより減少したため、

減をするものであります。 

  次に、３ページ、１４款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民生費国庫補助金、２節児童福祉費

補助金のうち、子ども・子育て支援交付金になりますが、各種事業の交付申請額の決定による補正

であります。 

  ６ページにも同じような項目で記載がございます。こちらは、県の補助金について、同じ理由で

補正するものであります。 

  ３ページに戻りまして、１，８０９万２，０００円についてですが、こちらは被災した子どもの

健康・生活対策等総合支援事業補助金の減額でございます。６ページの県の補助金、１，６９６万

７，０００円につきましても、同様の理由で、市予算の統一性を図るため、国から県に変更したも

のであります。 
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  次に、戻りまして５ページになります。 

  ６目放射能対策費国庫補助金につきましては、平成２９年度における学校敷地や通学路及び学校

給食の放射能測定業務、その精算による補正増であります。 

  次に、要求書１２ページになります。 

  ２０款諸収入、５項雑入、３目雑入、８節教育費雑入の英語指導助手住宅料の１０万２，０００

円の減額につきましては、先ほど支出でも出てまいりましたが、本宮第二中学校区担当の英語指導

助手が、年度途中から市外に住所を変更したため、借りておりますアパートの使用料、４カ月分の

使用料を減額するものであります。 

  以上で、幼保学校課が所管いたします内容についての説明といたします。 

◇生涯学習センター長 １０款教育費のうち、生涯学習センターが所管いたします事項についてご説

明申し上げます。 

  資料３０ページから３１ページとなります。 

  １項教育総務費、２目教育総務管理費、２５節積立金、細節１０２の教育施設等整備事業基金積

立金につきましては、高木地区公民館の建物移転補償費が確定したことによる補正増でございます。 

  次に、資料５４ページになります。 

  ５項社会教育費、３目文化芸術費、文化芸術振興費につきましては、安達地方地域振興文化事業

補助金につきまして、民俗芸能大会に予算充当したことによる財源調整でございます。 

  次に、５７、５８ページになります。 

  ６目図書館費、しらさわ夢図書館費につきましては、寄附金をいただいたことから、補正増をす

るものであります。なお、これに伴いまして、歳入も補正増をしております。 

  次に、資料５９ページになります。 

  ６項保健体育費、１目保健体育総務費、スポーツ交流費につきましては、歳入財源が国から県へ

変わったことによる財源調整となります。 

  次に、６０ページから６１ページになります。 

  ６項保健体育費、２目体育施設費、市民プール管理運営費につきましては、燃料単価の値上げ等

により、燃料費を増額するものでございます。 

  次に、６２、６３ページになります。 

  ６項保健体育費、２目体育施設費、しらさわグリーンパーク野球場維持管理費につきましては、

年間の利用日の増加により、管理人の勤務日が増えたことによる管理人賃金の補正増額でございま

す。 

  以上、生涯学習センターの所管いたします事項について説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第１４号に対する質疑を行います。 

◇教育長 その他質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１４号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１４号は承認することに決します。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎議案第１５号 平成３１年度教育委員会所管の本宮市一般会計予算について 
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◇教育長 次に、議案第１５号 平成３１年度教育委員会所管の本宮市一般会計予算について説明を

お願いします。 

◇書記 〔議案第１５号を朗読〕 

◇教育総務課長 それでは、平成３１年度教育委員会所管の本宮市一般会計予算につきましてご説明

をいたします。 

  説明は、歳入歳出予算の概要とさせていただき、別冊の議案第１５号資料によりましてご説明を

させていただきたいと思います。 

  １枚お開きいただきたいと思います。 

  平成３１年度の教育費の当初予算の概要について載せさせていただいております。 

  平成３１年度の一般会計の予算は、１７２億３，０００万円で、そのうち教育関連予算につきま

しては２２億８，８４０万円、約１３．２％を占めており、教育関連予算は前年度当初予算から６．

１１％の減額となっております。この減額につきましては、高木地区公民館の建設によるものが大

きなものと考えられます。款項目ごとの平成３１年度の予算を記載し、３０年度当初予算からの比

較も表記しておりますので、ご覧いただきたいと思います。 

  それでは、詳細につきまして、教育総務課より順に説明いたします。 

  なお、歳入につきましては１６ページから４７ページをご参照いただきたいと思います。 

  １８９ページをお開きいただきたいと思います。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、３目保育所費、説明欄３の保育所維持管理費は、公立保育所施設

の良好な保育環境の維持管理に要する経費を、前年度同様の予算を計上しております。 

  １９１ページ最下段から１９３ページになります。 

  説明欄６保育所施設整備費は、第３保育所、第２保育所整備に係る経費を計上しております。主

なものは、第３保育所の遊具の設置工事となります。 

  １９３ページになります。 

  ４目児童福祉施設費、説明欄１児童福祉施設管理運営費、事務事業 １）児童福祉施設維持管理

事業については、第２児童館の良好な環境の維持管理に要する経費を前年度同様の予算を計上して

おります。 

  ３０１ページになります。 

  １０款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費については、教育委員の報酬や視察研修に係

る経費を前年同様計上しております。 

  ３０３ページ下段になります。 

  ２目教育総務管理費、説明欄２教育総務管理費については、教育総務に係る経費について経常費、

新たに１３節委託料として、学校施設等長寿命化計画策定業務を計上しております。 

  ３０７ページ中段になります。 

  説明欄５篤志奨学資金給与基金費については、経済的理由により修学困難な学生の給付をする予

算を計上しております。 

  ３１９ページになります。 

  ２項小学校費、１目学校管理費、説明欄２保健管理費のうち、事務事業 ３）小学校教職員定期

健康診断事業については、前年同様、健康診断の経費を計上しております。 

  同ページ下段から３２１ページにかけて、説明欄３学校施設維持管理費ですが、小学校施設の良

好な教育環境の維持管理に要する経費として、前年度同様の予算を計上しております。 
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  １５節工事請負費としましては、本宮小学校ことばの教室空調設備の設置工事など、合計５件の

工事を計上しております。 

  ３２７ページになります。 

  ３項中学校費、１目学校管理費、説明欄３保健管理費のうち、事務事業 ３）中学校教職員定期

健康診断事業については、前年同様、健康診断の経費を計上しております。 

  ３２９ページから３３１ページにかけて、説明欄４学校施設維持管理費は、中学校施設の良好な

教育環境の維持管理に要する経費として、前年度同様の予算計上をしております。 

  １５節工事請負費としましては、第３保育所整備に係る本宮第一中学校の駐車場整備工事など、

合計７件の工事を計上しております。 

  ３３９ページになります。 

  ４項幼稚園費、１目幼稚園費、説明欄５の幼稚園施設維持管理費は、公立幼稚園施設の保育環境

の維持管理に要する経費を、前年度同様の予算を計上しております。 

  ３５３ページになります。 

  ５項社会教育費、１目社会教育総務費、説明欄１０学校・家庭・地域連携協力推進費につきまし

ては、コミュニティ・スクール導入及び運営に係る経費を計上しております。 

  以上、教育総務課が所管いたします予算概要の説明とさせていただきます。 

◇次長兼幼保学校課長 それでは、続きまして、幼保学校課が所管いたします内容につきまして、ご

説明を申し上げます。 

  資料は１６６ページ、１６７ページをご覧ください。 

  １項社会福祉費、７目放射能対策費の説明欄１放射能対策費でございますが、こちらは市内５カ

所の保育所の給食食材の放射性物質検査を、五百川幼保総合施設に集約して実施しております。検

査業務委託料が主な経費となっております。 

  続きまして、１７８ページ、１７９ページになります。 

  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費の説明欄５の地域子育て支援費のうち、２）の地域子育て

支援拠点事業（センター型）でございますが、こちらは五百川幼保総合施設にあります地域子育て

支援センターにおきまして、家庭で保育する保護者を対象に、一時保育や子育てに関する相談、そ

れから、就園前の幼児を対象としたプレ幼稚園事業などを実施している運営費となっております。 

  続きまして、１７８ページから１８１ページにかけて、説明欄は一番下になりますが、６放課後

児童健全育成費でございます。これは、市内７カ所で放課後児童クラブを運営するもので、社会福

祉協議会への委託が主な経費となっております。 

  続きまして、１８４ページから１８９ページにかけて、下段になりますが、３目保育所費の説明

欄２保育所運営費でございます。市内５カ所の保育所の運営費となっております。臨時職員の人件

費や給食事業に係る経費、各種関係団体への負担金、さらにＰＴＡ団体への補助金などが主な経費

となっております。 

  次に、１８８ページから１９１ページにかけてになります。 

  説明欄４の特別保育費でございます。こちらは、一時保育事業、延長保育事業、障がい児保育事

業によりまして、保護者の負担軽減を図るものでございます。臨時職員賃金や延長保育のおやつ代

などが主な経費となっております。 

  次に、１９１ページでございます。 

  説明欄５の民間保育所・保育園支援費でございます。これは、民間保育所に対する運営費等の支
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援を行うものでございます。本市の認可保育所、もとみや幼児の家保育園と、新たに新年度より認

可保育所の移行予定のどんぐり保育園と光明保育園に対しまして保育委託料、さらに地域型保育と

いたしまして、子ども子育て給付金を、また、市内私立幼稚園の施設整備に対する保育所部分の整

備交付金が主なものとなっております。 

  さらに、予算書には計上してございませんが、２６年度より実施しております保育料の独自減免

の事業の助成を行っております。 

  続きまして、１９２ページから１９５ページにかけてになります。 

  ４目児童福祉施設費の説明欄１児童福祉施設管理運営費の ２）第１、第２児童館運営事業でご

ざいますが、第１児童館につきましては、社会福祉協議会が設置して管理運営を行っておりますの

で、こちらは運営補助金を交付しております。また、第２児童館につきましては、市が設置してお

りますので、指定管理者への管理委託料となっております。 

  次に、１０款になります。３０４ページから３０５ページにかけてになります。 

  １項教育総務費、２目教育総務管理費の説明欄３の子ども安全対策費でございますが、子どもた

ちの安全な登下校を見守り、事故や犯罪から守るためのパトロールに関する経費となっております。

また、新たに各小学校の下校時の見守りボランティアの方が使用するベスト購入経費を計上してあ

ります。 

  続きまして、３０６ページから３０７ページにかけてです。 

  説明欄４の通園通学支援費でございますが、主に白沢地区の小・中学生を対象とした通学バスの

運行や、本宮第二中学校及び白沢中学校の自転車通学をしている生徒へのヘルメットの購入などの

経費となっております。 

  次に、３０６ページから３０９ページにかけて、説明欄６の東日本大震災対策費でございますが、

市内及び市外の被災児童・生徒への給食費等の支援費となっております。 

  続きまして、３０８から３０９ページにかけて、３目学校教育費の説明欄１学校教育総務費でご

ざいます。こちらは入学準備をする経費や、各学校の学習活動を支援するための補助金、学校教育

関係団体への負担金などが主な内容となっております。 

  次に、３０８ページから３１１ページにかけて、説明欄２の学力向上対策費でございますが、児

童・生徒の基礎学力の向上を図るための経費となっております。内容といたしましては、学力検査

等の用紙代や、チャレンジ学習として漢字検定、英語検定、算数・数学検定受験者への補助金の計

上となっております。３１年度は受験者の増加を図るため、補助金の増額計上をしております。 

  また、英語学力の向上を図るため、英語能力判定テストを中学１年生全生徒を対象に、継続して

実施してまいります。こちらを受験することにより、受験者は英検級レベルが判明し、目標設定、

英語学習、英語力測定の採点より、チャレンジ学習の英語検定の誘導ができること。さらには、学

校では英語力の現状が把握することができ、得意・不得意の分野の傾向が判明し、対策を講じるこ

とができることなどにより、英語力のアップを図っていきたいと考えております。さらに、教師の

資質向上のための研修会開催に要する経費となっております。 

  次に、３１２ページから３１３ページにかけてご覧ください。 

  説明欄４の学校教育支援費でございますが、登校が困難な児童・生徒に対して早期の学校復帰を

図るための適応指導教室、「すまいる・るーむ」の開設をしております。また、学習障害や多動性が

あり、集団生活になじめない児童・生徒に対しましては、特別支援教育支援員を配置しております

が、新年度につきましては、本年度より４名増員し、合計２０名の配置を予定しているところでご
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ざいます。さらに、継続して２名のスクールソーシャルワーカーの配置を行いまして、児童・生徒

や保護者の悩みや不安などの相談体制と支援体制の充実を図ってまいります。 

  また、不登校防止やいじめの早期発見のためのＱＵテストを、前年度に引き続き年２回実施して

まいります。 

  続きまして、３１２ページから３１５ページにかけて、説明欄５のキャリア教育推進費でござい

ます。将来の夢や希望、勤労観や職業観を養うための事業となっておりまして、本年度に引き続き、

小学校５年生を対象として、日本サッカー協会による著名なスポーツ選手の講演や実技を行う、夢

の教室の開催を予定しております。 

  また、平成２９年度より始まりました国内派遣交流事業につきましては、全国へそのまち協議会

の加盟自治体である北海道富良野市と、引き続き交流ができるよう、現在協議を行っている状況で、

参加者数につきましては４名増やし、小学生１１名の派遣を予定しております。 

  続きまして、３１４ページから３１７ページにかけてになります。 

  ５目放射能対策費、説明欄１放射能対策費でございますが、原発事故による放射線対策費となっ

ております。通学路の環境放射能測定や自校給食の放射性物質検査に要する経費と、給食センター

への放射線対策負担金、さらに体験活動促進事業といたしまして、基礎体力向上のための陸上競技

の実技指導と、スキー体験教室を予定してございます。 

  続きまして、３１６ページから３１７ページにかけてになります。 

  ２項小学校費、１目学校管理費の説明欄１学校管理運営費でございますが、市内７つの小学校を

管理運営するための経費となっております。 

  続きまして、３１８ページから３１９ページ、説明欄２の保健管理費でございますが、学校保健

安全法に基づく児童の健康診断に係る経費となっております。学校医への謝礼や健康診断委託料、

健康づくり推進事業補助金などが主な経費となっております。 

  ３２２ページから３２５ページにかけてです。 

  ２目教育振興費、説明欄１の教育振興費でございますが、児童の学力向上と心身の健全な育成を

図るための経費となっております。具体的には、南達方部小学校交歓陸上競技大会や、鼓笛隊パレ

ードに要する経費、また、道徳科の導入にあたりまして、教師用の教科書指導書の購入や、年次計

画に基づくＩＣＴ環境整備につきましては、平成３１年度、本宮地区４小学校のパソコン教室にお

けるパソコンの更新の際に、タブレット型のパソコンを導入し、教育環境の充実を図ってまいりた

いと考えております。 

  続きまして、３２４ページから３２５ページ、説明欄２の就学奨励援助費でございますが、こち

らは、経済的な理由により就学が困難な児童と、特別支援学級に在籍する児童への支援費となって

おります。 

  次に、３２４ページから３２７ページにかけて、３項中学校費、１目学校管理費の説明欄２学校

管理運営費でございますが、市内３つの中学校を管理運営するための経費となっております。 

  次に、３２６ページから３２９ページにかけて、説明欄３の保健管理費ですが、学校保健安全法

に基づく生徒の健康診断に係る経費となっております。小学校費と同じく、学校医への謝礼や健康

診断委託料、健康づくり推進事業補助金などが主な経費となっております。 

  次に、３３０ページから３３３ページにかけて、２目教育振興費、説明欄１の教育振興費でござ

いますが、こちらは学力向上と心身の健全な育成を図るための経費となっております。文化芸術、

スポーツ大会などの参加支援費、学校司書の臨時職員賃金、楽器や教材用備品などの購入が主な経
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費となっております。 

  続きまして、３３２ページから３３３ページ、説明欄２の就学奨励援助費でございますが、経済

的な理由により就学が困難な生徒への援助費と、特別支援学級に在籍する生徒への支援費となって

おります。 

  続きまして、３３４ページから３３７ページにかけて、４項幼稚園費、１目幼稚園費の説明欄２

幼稚園管理運営費でございますが、市内５つの幼稚園の管理運営費に係る経費で、臨時職員の賃金

が主な経費となっております。 

  次に、３３６ページから３３７ページ、説明欄３の保健管理費でございますが、園児の健康診断

等に係る経費となっております。医師への謝礼や健康診断委託料、体力づくりを支援するための健

康づくり推進事業補助金などが主な内容となっております。 

  次に、３３６ページから３３９ページにかけて、説明欄４の教育振興費でございますが、幼稚園

での幼児教育を行うための経費で、教材料の消耗品費、各種負担金などが主な内容となります。 

  次に、３３８ページから３４１ページにかけて、説明欄６の私立幼稚園就園奨励援助費でござい

ますが、保護者負担の軽減を図るため、私立幼稚園に在籍する園児の保護者に対しまして補助金を

交付するものでございます。なお、今年１０月から実施予定の国による幼児教育無償に対応すると

ともに、平成２６年度から実施しております市の独自の助成制度を継続したいと考えております。 

  続きまして、３４０ページから３４１ページにかけて、説明欄７の預かり保育費でございますが、

就労等により、家庭での育児が困難な保護者に対し支援を行うもので、教育時間終了後に在園児を

保育しております。臨時職員の人件費や賄い材料費、おやつ代などが主な経費となります。 

  続きまして、３４０ページから３４１ページでございます。 

  説明欄８の私立幼稚園施設型等給付費でございますが、子ども・子育て支援制度に移行した認定

私立幼稚園に対する給付金となっております。 

  続きまして、３４２ページから３４３ページにかけてご覧ください。 

  説明欄９の私立幼稚園認可移行事業費でございますが、市内私立幼稚園の施設整備に対する幼稚

園部分の整備交付金となっております。 

  続きまして、４０２ページから４０５ページにかけてになります。 

  ６項の保健体育費、３目学校給食費、説明欄１の学校給食費でございますが、白沢地区小・中学

校４校の自校給食事業に要する経費と、本宮地区の小・中学校６校の給食事業について、大玉村と

共同設置いたしました本宮方部学校給食センター協議会への負担金となっております。 

  続きまして、平成３１年度より新たに設置されます国際交流課が所管いたします事業の内容につ

いて説明をいたします。 

  ３１０ページ、３１１ページになります。 

  説明欄３の外国語指導助手招致費でございます。こちらは継続事業となりますが、英語教育の充

実を図るため、中学校区を単位として招致しております３名の外国語指導助手の人件費や住宅借上

料が主な経費となっております。 

  次に、３５２ページから３５５ページにかけてになります。 

  ３５３ページ、説明欄１１、国際交流費でございますが、平成３０年度から招致しております国

際交流員に要する経費や、国際性豊かな人材育成のための、英国へ中学生を派遣するための経費が

主な内容となっております。 

  次に、３８０ページから３８３ページにかけてになります。 
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  ６項保健体育費の１目保健体育総務費、説明欄３のスポーツ振興費でございます。このうち、事

務事業 ５）復興ありがとうホストタウン事業でございます。こちらは２０２０年東京オリンピッ

ク・パラリンピックに向けまして、復興ありがとうホストタウンとして、次のオリンピックに向け

ての機運醸成を高めるため、講演会や日本で開催される国際大会における英国選手の応援に要する

経費であります。 

  以上、国際交流課が所管いたします経費の内容についての説明といたします。 

◇生涯学習センター長 ５款労働費及び１０款教育費のうち、生涯学習センターが所管いたします内

容についてご説明申し上げます。 

  ２２２ページから２２５ページにかけてになります。 

  ５款労働費、１項労働諸費、２目勤労青少年ホーム費、説明欄１勤労青少年ホーム管理運営費に

つきましては、中央公民館の２階部分が勤労青少年ホームとなっていることから、中央公民館の維

持管理に係る経費の２分の１を計上しているものでございます。 

  ３４２ページから３４５ページをお開きください。 

  １０款教育費、５項社会教育費、１目社会教育総務費、説明欄２社会教育総務費の委託料につき

ましては、ＮＰＯ法人生涯学習プロジェクトもとみやへの、生涯学習業務の委託等に要する経費が

主なものであります。昨年度と比べ、人件費の増加による委託料の増額がございます。 

  続きまして、３４６ページから３４９ページ、説明欄５青少年健全育成費、１）青少年健全育成

推進大会事業につきましては、例年開催しているものでございますが、平成３１年度につきまして

は、福島県少年の主張大会が本宮市会場となることとなっておりますので、１４節使用料及び賃借

料を増額させていただいております。 

  ３５０ページから３５１ページにかけてになります。 

  説明欄８放課後子ども教室推進費につきましては、市内の全ての小学校区におきまして、週１回

遊友クラブを実施するにあたっての、活動の企画を担当するコーディネーター及び安全管理・活動

指導員に対する謝礼に要する経費が主なものでございます。 

  ３５４ページから３５７ページにかけてとなります。 

  ２目社会教育振興費、説明欄２成人教育費につきましては、中央公民館、白沢公民館で開催いた

します各種成人講座の開催に伴う講師謝礼に要する経費が主なものでございます。 

  ３５８ページから３６１ページにかけてになります。 

  ３目文化芸術費、説明欄１文化芸術振興費につきましては、文化団体連絡協議会への補助金をは

じめといたしまして、民俗芸能大会など各種芸術行事への補助金及び文化系の全国大会、東北大会

への出場者への激励金の経費でございます。 

  ３６６ページから３６９ページにかけてになります。 

  ５目公民館費、説明欄１中央公民館維持管理費につきましては、中央公民館、サンライズもとみ

や及び地区公民館の燃料費や光熱水費、維持管理に必要な法定点検等に関わる委託料及び修繕工事

に要する経費が主なものでございます。平成３１年度は、１５節工事請負費といたしまして、地区

公民館空調設置工事を計上したものでございます。 

  ３６８ページから３７３ページにかけてになります。 

  説明欄２白沢公民館維持管理費につきましては、白沢公民館及び分館の燃料費や光熱水費、維持

管理に必要な法定点検等に関わる委託料に要する経費が主なものであります。こちらは中央公民館

と同様に、１５節工事請負費といたしまして、白沢地区の分館の空調設置工事及び白沢公民館の屋
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上防水工事などを計上してございます。 

  ３７２ページから３７７ページ、６目図書館費、説明欄１しらさわ夢図書館費につきましては、

読書活動推進計画に基づく事業の実施に要する経費で、臨時職員賃金や代行員の管理運営委託料、

図書の購入に要する経費が主なものでございます。 

  同ページ、説明欄２しらさわ夢図書館維持管理費につきましては、しらさわ夢図書館の維持管理

に要する経費で、法定点検等に関わる委託料、図書館情報システム等の借上料に要する経費が主な

ものであります。また、１５節工事請負費につきましては、バルコニーウッドデッキの撤去工事を

計上したものでございます。 

  ３７６ページから３７７ページ、７目文化財保護費につきましては、２）文化財・史跡保存事業

の１３節委託料で、指定天然記念物樹勢回復業務委託料として計上してございます。こちらは、仁

井田のモミジ、宮久保の大桜を対象としたものでございます。 

  ３８０ページから３８３ページとなります。 

  説明欄３スポーツ振興費につきましては、新たに復興ありがとうホストタウン機運醸成事業とい

たしまして、オリンピアン・パラリンピアン等の講演等を開催する講師謝礼を増額してございます。 

  ３８４ページ、３８５ページとなります。 

  説明欄５スポーツ交流費につきましては、埼玉県上尾市との交流事業の一つといたしまして、ス

ポーツを通じた交流を図るためのバス借上料や交流会に要する経費が主なもので、平成３１年度は、

スポーツ少年団のサッカー交流を本宮市で予定しております。 

  ２目体育施設費、説明欄１体育館管理運営費につきましては、総合体育館等の維持管理に必要な

管理業務や、各種施設の法定点検等に関わる委託料に要する経費が主なものであります。１４節使

用料及び賃借料の機器借上料につきましては、トレーニング室の機器更新についてリース契約にし

たため、新たに発生したものでございます。 

  ３８６ページから３８９ページ、説明欄２市民プール管理運営費につきましては、市民プールの

維持管理に必要な燃料費、光熱水費や監視業務、法定点検等に関わる委託料に要する経費が主なも

のであります。また、１５節工事請負費につきましては、床暖房システムの循環液交換工事を計上

したものでございます。 

  ３８８ページから３９１ページ、白沢体育館維持管理費につきましては、白沢体育館の維持管理

に必要な光熱水費や代行員の維持管理費、委託料に要する経費が主なものでございます。 

  ３９０ページから３９３ページ、説明欄４しらさわグリーンパーク維持管理費につきましては、

野球場の維持管理に必要な光熱水費、施設管理人の賃金等に要する経費が主なものでございますが、

１５節工事請負費として、事務室空調設置工事を計上してございます。 

  ３９２ページから３９３ページ、説明欄５白沢庭球場維持管理費につきましては、庭球場の維持

管理に必要な光熱水費等に要する経費が主なものであります。１５節工事請負費といたしまして、

テニスコートの張替工事を計上してございます。 

  ３９２ページから３９５ページ、説明欄６海洋センター維持管理費につきましては、プールの維

持管理に必要な光熱水費や管理業務、法定点検に関わる委託料に要する経費が主なものでございま

す。 

  ４００ページから４０３ページ、説明欄１３コミュニティ交流広場管理運営費につきましては、

コミュニティ交流広場及びパークゴルフ場の維持管理に必要な光熱水費や管理業務、法定点検等に

関わる委託料に要する経費が主なものでございます。 
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  説明欄１４屋内運動施設管理運営費につきましては、まゆみアリーナの維持管理に要する光熱水

費、管理業務、法定点検に要する経費が主なものでございます。 

  以上、生涯学習センターの所管いたします内容についての説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、議案第１５号に対する質疑を行います。 

◇４番委員 公民館費関係ですけれども、３６８ページあたりから、公民館は分館も含めての費用支

出と考えていいのですか。 

◇生涯学習センター長 中央公民館維持管理費が地区公民館、白沢公民館維持管理費が白沢地区の分

館を含んだものとなっております。 

◇４番委員 例えば、５つの地区、青田、荒井、仁井田・高木・岩根は、中央公民館のほうに入って

いるということですか。 

◇生涯学習センター長 はい、そうです。 

◇４番委員 例えば各地区の公民館で、目新しい工事というのは、何か含まれていますか。 

◇生涯学習センター長 地区公民館空調設置工事ということで、和室のほうにエアコンをつけさせて

いただくということが、新しい事業となってございます。 

◇４番委員 これは画期的ですね。今度各公民館にエアコンが入るのですね。 

◇生涯学習センター長 はい。１部屋だけですが、避難所として使うときに、エアコンがないと非常

につらいということもございますし、非常に最近は暑いので、和室のほうにつけさせていただきま

す。 

高木地区公民館が新設されまして、高木地区公民館のほうはエアコンがつくという形になってご

ざいます。それに合わせる形で、各地区公民館も同様にエアコンを１室につけさせていただくとい

うことでございます。 

◇４番委員 仁井田地区公民館の耐震工事はどうでしょうか。 

◇生涯学習センター長 耐震工事につきましては、優先順位等がございまして、学校等の耐震工事が

終わりましてから、社会教育施設、社会体育施設等の耐震工事に入る計画でございます。 

  以上です。 

◇２番委員 教育委員会として市長に予算要望した中で、これは通らなかったとか、そういうものは

何かありましたか。 

◇次長兼幼保学校課長 次回の定例会で準備したいと思います。 

◇４番委員 地区公民館のトイレの状況というのはどうなのですか。 

◇生涯学習センター長 必ず洋式が１つ、つくような形にはしております。 

◇４番委員 ３１年度で切りかわるといった予算化というのは、何かされているのですか。 

◇生涯学習センター長 白沢体育館のトイレを１つ、洋式化いたします。 

◇４番委員 私も郡山とか福島とか、いろいろ施設を利用する機会が多いものですから、どんどんウ

ォシュレットに切りかわっていますよね。もちろん図書館等もそうですし。本宮もどんどんそうい

う方向で変えていったほうがいいと思いますので、どんどん予算化して検討していってほしいと思

います。 

◇生涯学習センター長 毎年何カ所かずつ、一つもないところからまずつけていくように考えており

ます。 

◇４番委員 利便性を高めるような、そういった施策というのも非常に大事だと思いますので、検討

してほしいと思います。 
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◇教育長 その他質疑がなければ、打ち切って採決することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、採決を行います。 

  議案第１５号を承認することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

◇教育長 異議ありませんので、議案第１５号は承認することに決します。 

  次に、報告事項に入りますが、ここで休憩をとりたいと思います。 

  再開は３５分からです。よろしくお願いします。 

【午後 ３時２５分休憩】 

【午後 ３時３５分再開】 

◇教育長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第１号 本宮市議会からの予算編成要望に対する回答について 

◇教育長 次に報告事項になります。 

  報告第１号 本宮市議会からの予算編成要望に対する回答について説明をお願いします。 

◇次長兼幼保学校課長 それでは、資料４０ページから５３ページになりますが、議会から予算編成

要望に対する要望事項がありまして、それに対する回答書について説明をさせていただきたいと思

います。 

  教育部に関係があります総務文教常任委員会が所管する事項についてのみ説明をさせていただき

たいと思います。 

  資料は４３ページになります。 

  まず、教育環境の整備促進について、保育所の整備事業を着実に進めることということで、回答

といたしましては、第３保育所の建設工事を平成３２年の１月開所を目指して行う。また、第２保

育所につきましては、平成３１年度になりますが、実施設計業務を進め、年度内に解体工事に着手

するとしております。 

  地域子育て支援拠点事業につきましては、こちらは五百川幼保総合施設にあります施設について

でございますが、「プレ幼稚園」や「子育て相談」、「出張ひろば」などの開催、それから「子育て広

場」を継続して利用促進に努めるとしております。 

  学力向上についてでございますが、小中学校の学力分析を行い、学力向上のための方策を講じる

ことに対しましては、まず、「全国学力・学習状況調査」の実施、それから新たに実施します「ふく

しま学力調査」によりまして、児童生徒一人ひとりに応じた指導に努めること。また、チャレンジ

学習受験者に対する助成を増額しまして、受験奨励を図ることとしております。 

  市内保育所及び幼稚園における幼児教育の充実につきましては、引き続き本宮市の幼保共通カリ

キュラムに基づく幼児教育の質の向上、また、国による１０月から実施予定の幼児教育無償化に伴

う３歳児以上の保育料等の無償化を実施するとともに、３歳児未満につきましては、引き続き市独

自の助成を継続することとしております。 

  教育振興について、教育に必要な各種備品の購入、さらに各学校の状況を的確に把握した計画的

な整備につきましては、各学校の状況調査により、計画的に整備を進めること。児童生徒の学力向

上を図るため、ＩＣＴ環境整備として、タブレット端末の導入を計画的に進め、学習環境を整備す

ることといたしております。 
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  教育委員会は知見を広げ、教育現場に生かすため、視察、研修を行うことにつきましては、教育

委員会の先進地視察研修を実施するとしております。 

  保育所・幼稚園の保育環境の整備について、潜在的な待機児童の実態把握に努め、解消策を検討

することに対しましては、第２、第３保育所の改築などにより、保育ニーズに応じた受け入れ定員

の増加、また、私立保育所等における認可取得の支援を行いまして、受け入れられる児童数の増を

図り、待機児童の解消につなげることとしております。 

  保育人材の確保に努めることにつきましては、待機児童を少なくするために、ハローワークや広

報紙、情報紙等を通じた募集、また、育成学校への働きかけや職員の関係性を活用した人材の発掘

を粘り強く続けていくこととしております。 

  青少年健全育成事業の充実について、健全な青少年を育成するため、事業の充実を図ることにつ

きましては、家庭・学校・地域・行政が一体となった市民総ぐるみ運動の充実に努めること。特に

対策が急がれるメディアリテラシーについて、重点的に取り組むこととしております。 

  文化芸術振興について、文化芸術事業を継続するとともに、多くの市民が参加できるよう、ニー

ズを把握することに対しましては、事業実施後の市民アンケートなどの実施で、市民ニーズの把握

に努めるとともに、優れた文化芸術に触れる機会を提供する事業を継続して行うこと。また、こお

りやま広域連携中枢都市圏の事業も活用し、提供機会の推進を図ることとしております。 

  社会教育・体育施設等の拡充及び整備について、パークゴルフ場の早期増設に対しましては、国

土交通省との協議を進め、年度内に調査、それから設計に着手するとしております。 

  そのほかの常任委員会につきましては、資料をご覧いただきたいと思います。 

  以上です。 

◇教育長 それでは、報告第１号に対する質疑を行います。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第２号 新高木地区公民館工期延長について 

◇教育長 次に、報告第２号 新高木地区公民館工期延長について説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 報告第２号は、資料はございません。新高木地区公民館の建設工事につきま

しては、平成３１年３月中に完成を予定しておりましたが、用地の引き渡し時期に遅延が生じたこ

と及び資材の不足などが重なりまして、工期を５月７日まで延長することとなりました。 

  今後、地区の皆様に説明するとともに、早期に供用開始ができるよう、引っ越し期間等の準備を

してまいりたいと思っております。 

  以上、報告いたします。 

◇教育長 それでは、報告第２号に対する質疑を行います。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第３号 英国パラリンピアンの来市について 

◇教育長 次に、報告第３号 英国パラリンピアンの来市について説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 資料は５４ページになります。 

  本来、英国のパラリンピックの金メダリスト、リチャード・ホワイトヘッド氏が２８日に来市す
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る予定でございましたが、奥様のほうが病気にかかられまして、急遽来日を取りやめという形にな

りましたので、こちらの内容につきましては、残念ながら中止ということになりましたので、ご報

告いたします。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第３号に対する質疑を行います。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第４号 「未来へつなげる市民の集い」について 

◇教育長 次に、報告第４号 「未来へつなげる市民の集い」について説明をお願いします。 

◇生涯学習センター長 報告第４号 「未来へつなげる市民の集い」でございますが、資料は５５ペ

ージになります。 

  こちらは、本年度からはじめた事業でございます。復興の主役である市民の皆様とともに、震災

を風化させることなく、明るい未来に向かって希望をつなげる事業として、復興の集いというもの

を行っておりましたが、そちらの後継にあたる事業となります。 

  本年は、昨年のアンケート結果をもとに、希望の最も多かった寄席を実施いたします。開催日は

平成３１年３月１０日日曜日、午後１時４５分が式典開始、寄席が２時開演となります。出演者等

については、本日の資料のとおりでございます。 

  また、入場料に関しましては無料ということで、本宮市民だけが対象、本宮市に在籍・在住及び

仕事等、学校に通っている方などが対象になります。 

  以上、説明とさせていただきます。 

◇教育長 それでは、報告第４号に対する質疑を行います。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎報告第５号 第１４回春の全国中学生ハンドボール選手権大会出場について 

◇教育長 次に、報告第５号 第１４回春の全国中学生ハンドボール選手権大会出場について説明を

お願いします。 

◇次長兼幼保学校課長 資料５６ページから５９ページにかけてになります。 

  本宮第一中学校女子ハンドボール部が、昨年から今年にかけて行われました福島県大会で見事優

勝に輝き、全国大会である第１４回春の全国中学生ハンドボール選手権大会に出場できることにな

りました。 

  資料５９ページが県大会の結果でございますが、昨年１１月から始まりまして、決勝戦は１月１

９日に、郡山第一中学校と対戦いたしまして、２５対１５のスコアで勝利し、本宮一中の女子とし

ては５年ぶり、４回目の出場となります。 

  資料５６ページに戻りまして、全国大会の日程ですが、３月２３日から２７日までの５日間の日

程で、富山県氷見市で開催されます。本宮一中では、昨年男子が２年連続出場しておりまして、男

女合わせて３年連続の全国大会出場となります。 

  市といたしましては、経費の３分の２の補助を要綱に基づきまして支援を行う予定でございます。 

  以上で説明といたします。 
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◇教育長 それでは、報告第５号に対する質疑を行います。 

  質疑を打ち切ってよろしいでしょうか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎その他 

◇教育長 次に、その他事務局から報告等があればお願いいたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎次回開催日程について 

◇教育長 なければ、次回教育委員会の日時を決めたいと思います。 

〔次回開催日程について協議〕 

◇教育長 次回教育委員会は、３月２７日水曜日、午後１時３０分開会といたします。 

──────────────────── ◇ ──────────────────── 

    ◎閉会の宣告 

◇教育長 これをもちまして教育委員会定例会を閉会いたします。 

【午後 ３時４８分閉会】 

 

   

 


